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※は県例規集登載
【規則】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管 教育委員会

理に関する条例の一部を改正する条例の施

行期日を定める規則



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施

行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
規
則
第
一
号
）

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施

行
期
日
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
一
号

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行

期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和

六
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
と
す
る
。


